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説論

罪
刑
法
定
主
義
の
比
較
法
的
動
向

暮

雄

得

第
一
節

第
二
節

第
三
節

序

説

誇
国
に
お
け
る
法
制
の
概
観

動
向
の
一
瞥

第
一
節

説

序

罪
刑
法
定
主
義
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
自
由
主
義
的
法
治
国
思
想
の
刑
法
的
表
現
で
あ
り
、
成
文
の
法
に
よ
っ
て
規
一
定
さ
れ
な

ロ
ロ
ロ
白
旬
。
叩
ロ
ぬ

い
か
ぎ
り
犯
罪
な
く
刑
罰
も
な
い
、
と
い
う
原
則
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
フ
オ
イ
エ
ル
パ
ッ
ハ
の
教
科
書
に
由
来
す
る

I
S
E
-
-ロ
g
a
i
t
-脅

の
熱
帯
に
よ
っ
て
知
ら
れ
、
史
的
範
鳴
と
し
て
の
変
遷
を
遂
げ
つ
つ
、
ひ
ろ
く
近
代
刑
法
を
支

え
る
根
幹
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
命
題
の
意
義
な
い
し
沿
革
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
す
ぐ
れ
た
論
策
に
楼
説
が
つ
く
さ
れ
て
お

い
け
い
あ
ら
た
め
て
本
稿
の
借
す
る
余
地
は
な
い
。
罪
刑
法
定
の
原
則
に
関
す
る
各
国
刑
法
典
上
の
諸
規
定
を
概
観
じ
、
現
時
に
お
け
る
そ

の
比
較
法
的
な
動
向
を
一
瞥
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
さ
さ
や
か
な
課
題
で
あ
る
。

い
ま
、
右
の
見
地
か
ら
罪
刑
法
定
主
義
の
考
察
を
試
み
る
と
き
、
そ
こ
に
特
有
の
困
難
が
羅
わ
る
こ
と
を
意
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

E 
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お
よ
そ
比
較
法
的
方
法
に
つ
い
て
は
、
諸
国
に
お
け
る
法
的
・
文
化
的
地
盤
や
社
会
構
造
の
ち
が
い
、
あ
る
い
は
資
料
の
豊
鏡
、
誤
謬
の
危

険
な
ど
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
障
碍
が
指
摘
さ
れ
よ
う
が
、
わ
け
で
も
罪
刑
法
定
主
義
を
考
察
の
対
象
と
す
る
ば
あ
い
、
問
題
は
い
っ
そ
う

困
難
と
な
る
。
け
だ
し
そ
れ
が
純
論
理
的
範
鳴
で
は
な
く
、
刑
法
典
上
の
成
文
の
考
察
ま
た
か
な
ら
ず
し
も
こ
の
原
則
の
採
否
を
つ
た
え

な
い
と
同
時
に
、
そ
の
実
態
は
、
す
ぐ
れ
て
、
各
国
固
有
の
伝
統
を
背
景
に
し
た
実
務
の
運
用
に
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ

が
国
や
フ

4
γ
ラ

γ
ド
の
刑
法
が
二
罪
刑
法
定
主
義
に
関
す
る
明
文
の
規
定
を
欠
き
つ
つ
、
こ
れ
を
自
明
の
原
理
と
し
て
前
提
し
、
近
時

の
ソ
ヴ
f

エ
ト
刑
法
が
、
罪
刑
法
定
の
原
則
を
は
っ
き
り
と
う
ち
出
し
な
が
ら
、
実
践
に
お
い
て
と
き
に
こ
れ
を
否
定
す
る
例
を
示
す
ご

〈

4
v

と
く
。し

た
が
っ
て
、
本
稿
が
、
こ
の
問
題
の
単
純
な
刑
法
典
上
の
概
観
を
意
図
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
成
果
は
お
の
ず
か
ら
右
の
方
法
的
制
約

を
免
れ
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
ま
ず
、
こ
の
原
則
の
採
否
・
内
容
に
つ
い
て
明
言
す
る
例
が
、
当
該
刑
法
典
じ

た
い
の
た
て
ま
え
を
示
す
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
な
い
。
ま
た
、
と
く
に
、
こ
の
原
則
の
積
極
的
な
否
認
を
う
ち
出
す
例
が
あ
る
と
き
、
そ

れ
は
ま
さ
し
く
、
市
民
的
自
由
の
保
塁
を
撤
去
し
よ
う
と
す
る
国
家
意
思
の
顕
ら
か
な
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ

刑
法
第
二
条
の
た
ど
っ
た
運
命

mw
よ
く
そ
の
聞
の
消
息
を
つ
た
え
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
を
め
ぐ
る
立
法
態
度
の
考
察

罪刑法定圭義の比較法的動向

は
、
各
国
刑
法
の
世
界
観
的
・
政
治
的
動
向
を
卜
す
る
う
え
に
、
な
お
有
力
な
機
縁
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
を
宮
崎
教
授
ご
還
一
暦
の
賀
に
捧
げ
る
。
あ
ま
り
に
も
貧
し
す
ぎ
る
小
稿
で
あ
る
こ
と
を
憐
じ
つ
つ
。
教
授
の
多
年
得
意
と
せ

ら
れ
た
比
較
法
的
研
究
の
一
端
に
つ
な
が
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
わ
ず
か
に
賀
に
ち
な
む
に
す
ぎ
な
い
。

閉
山

(

1

)

〈問包-「.

の
か
か
げ
る
ラ
テ
γ
寵
語
問
の
命
題
は
、
正
確
に
は
、
包
E戸岩乞制乙壬]己
-Eω
問唱wD2伶
g
田包即ぢ阿ロ志戸再伶

}r舟悶常
柑
タ
.
回

E己己一一
z防目司】
Gs命ロEω
凹旦-=吉
H出完】再命
ng同ロ】ヨ片
5ロ♂ロ己己=-古己

gn2HユFBg
凹巴

FH口日困再何目司)口
s-。∞gロgω]r舟間容
ω巳-
戸
「
と
な
つ

て
い
る
。
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《

2ν

罪
刑
法
定
主
義
の
意
義
な
い
し
沿
革
を
論
じ
た
邦
語
文
献
の
う
ち
、
特
記
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
牧
野
英
一
「
罪
刑
法
定
主
義
」
(
罪
刑
法
定
主
義
と

犯
罪
ι

徴
表
説
・
所
収
〉
大
正
七
年
、
滝
川
幸
辰
「
罪
刑
法
定
主
義
の
史
的
概
観
」
(
刑
法
と
社
会
・
所
収
)
昭
和
十
四
年
、
木
村
亀
二
「
罪
刑
法
定

T

主
義
』
円
剤

事
法
講
座

ω所
収
〉
昭
和
二
七
年
、
椋
松
正
「
霧
副
別
法
定
主
義
」
(
刑
法
議
度
面
所
収
)
昭
和
三
八
年
な
ど
。

(
3
〉
比
較
刑
法
に
纏
わ
る
障
碍
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
出
・

γ
R
F
2
r
何
ロ
門
司
王
山
一
ロ
ロ
向
噂
〉
己
管
Z
ロ
ロ
ロ
ι
ζ
2
7
(
)仏
自
《
Hm叶
∞
可
ω同日口
r
z
a吋
mrFnF1

5
内
沼
町
師
、

ω-mw斗
同
・
に
鋭
い
指
摘
が
あ
る
。

(

4

)

参
照
・
宮
崎
昇
「
ソ
ヴ
エ
ト
に
お
け
る
司
法
上
の
人
権
」
(
憲
法
調
査
会
資
料
・
昭
和
三
八
年
)
=
一
八
頁
以
下
、
植
松
・
前
掲
三
三
頁
。
い
わ
ゆ
る
ロ

コ
ト
フ
事
件
が
そ
の
典
例
と
さ
れ
る
。

(ラ
V

後
述
、
第
二
節
・
ド
イ
ツ
の
項
参
照
。

議論

第
二
一
節

諸
国
に
お
け
る
法
制
の
概
観

①
資
料
は
、
主
と
し
て
、
〉
・

ωnZHHrJP
戸

W
R
Z
n
r
そ
の
他
の
編
集
に
か
か
る

zegg-己
認
〉
色
。
丘
2
有印
W
2
2
5
h問
2
2
N
E
h
Z
Z出
身
己
目
n
F
2

C
$
0
5
0
5口
町
ョ
(
以
下

F
B
-
g
m
と
略
称
)
な
い
し
、
伊
豆
O
N
m
F
P
ω
n
F
E
E
g
L
出・

]
S
F
Rて
口
同
協
同
己
的
広
口
会
招
z
g
s
r
2
7
L
R
P同
自
唱
え
凋

(
以
下
の
め
m
g
d〈
民
?
と
略
称
)
J
J
固
に
し
た
が
い
、
と
き
に
若
干
の
参
考
文
献
を
介
し
て
補
註
し
た
。
国
に
よ
り
精
粗
の
差
が
あ
る
の
は
、
資
料
そ
の
他

の
関
係
に
よ
る
。

②
な
お
、
罪
刑
法
定
主
義
の
沼
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
、

ω慣
習
法
源
の
排
斥
、

ω類
推
解
釈
の
禁
止
、

ω刑
法
の
効
力
不
遡
及
の
原
則
、
叫
絶
対
不
確
定
刑

の
否
認
と
い
う
四
つ
の
派
生
原
則
を
理
解
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
本
稿
も
こ
れ
に
倣
う
o

保
安
処
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
木
稿
の
考
察
か
ら
省

い
た
。③

以
下
、
各
国
別
の
配
別
は
、
便
宜
上
ド
イ
ツ
訳
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
に
し
た
が
う
。

⑧
寸
各
小
節
の
冒
頭
に
註
記
し
た
日
付
は
施
行
の
期
日
で
は
な
く
、
成
立
ま
た
は
公
布
の
日
付
で
あ
る
。
で
き
る
か
ぎ
り
公
布
日
で
統
一
し
た
が
、
若
干
の

刑
法
典
に
つ
い
て
明
瞭
を
欠
い
た
。

一
、
(
ア
メ
リ
カ
)

イ
ギ
リ
ス
ま
た
は
フ
ラ
ン
ス
と
な
ら
び
、
罪
刑
法
定
主
義
由
縁
の
地
と
し
て
知
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
プ
罪
刑
法
定
の
原

北鈎 U~・ 4-1$6)570
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4

J

V

1

i

 

則
(
胃

E
a
z
m
え

rm阿
佐
々
}
が
い
か
に
具
現
さ
れ
て
い
る
か
は
ま
さ
に
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
統
一
的
な

8
島
出
l

門
出

Cφ
ロ

の
不
存
在
、
反
一
面
に
お
け
る
各
州
刑
法
の
多
彩
な
分
岐
、
さ
ら
巳
は
ヨ
モ

γ
・
ロ
ー
と
い
う
長
い
伝
統
の
背
景
が
、
に
わ
か
に
、
同
国

に
持
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
在
り
か
た
を
速
断
さ
せ
え
な
い
と
い
う
考
慮
か
ら
、
あ
え
て
ア
プ
ロ
ー
チ
を
避
け
た
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て

は
、
す
で
に
木
村
教
授
の
詳
細
な
研
究
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
(
木
村
亀
二
「
英
米
刑
法
と
罪
刑
法
定
主
義
、
刑
法
雑
誌
二
巻
所
収
)
。
け
だ
し
、

木
村
教
擾
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
じ
、
急
速
な
成
文
法
化
を
辿
り
つ
つ
も
な
お
不
文
法
止
を
重
要
な
法
源
に
も
つ
ア
メ
リ
カ
刑
法
に
お
い
て
、

抑
々
慣
習
刑
法
の
排
斥
と
い
う
要
請
を
含
む
大
陸
流
の
罪
刑
法
定
主
義
が
、
そ
の
ま
ま
に
つ
ら
ぬ
か
れ
え
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
自

明
で
あ
る
う
@
と
同
時
に
、
成
文
法
源
が
実
体
刑
法
の
全
域
を
掩
わ
な
い
と
い
う
形
式
的
な
理
由
だ
け
か
ら
、
た
だ
ち
に
罪
刑
法
定
主
義

の
原
則
の
否
認
を
導
く
こ
と
も
む
ろ
ん
早
計
に
す
ぎ
る
。
現
に
、
合
一
衆
国
憲
法
自
身
、
刑
事
事
後
法
を
禁
止
し
、
法
の
適
正
手
続
を
保
樟

す
る
諸
条
項
を
お
P
1
0

要
は
、
法
の
存
在
形
態
の
ち
が
い
を
前
提
に
、
罪
刑
法
定
主
義
の
思
想
の
実
質
的
な
渉
透
を
論
ず
べ
き
で
あ
ろ

う
。
今
後
の
研
究
に
倹
つ
ほ
か
な
い
。

ニ
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
刑
法

鎌刑法定鐙義の比較法的動向

(2) (。

ω匝
g
g日ロロ向
-
Z
H・
己

(
4
0口
出

2HN
富
国
立
自
〉
お
よ
び
河
・
。
・

2
5
F
ロ
B
R
m
g
E胃
「
命
保

s
p
m
n
E
(
p
m
g
S
H
F
-
)
参
照
。

一
九
二
戸
一
年
↓

O
月
二
九
日
公
布
。

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
刑
法
に
は
、
罪
刑
法
定
の
基
本
原
則
を
正
面
か
ら
定
め
た
条
項
は
存
し
な
い
が
、
憲
法

ふ
童
日
嬬
二
九
条
は
宮
口
己
吉
田

-as巾

PE--由
旬

。

巾

E
田
町
凶
巾

F
m巾
同

5
8巳
N

・
、
、
の
原
則
を
宣
明
し
て
お
り
、
刑
法
上
も
こ
れ
を
当
然
の

前
提
と
す
る
趣
意
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
建
お
よ
び
同
第
三

O
条
を
根
拠
と
し
て
、
制
定
法
が
刑
法
の
唯
一
の
法
源
で
あ
る
と
い
う
原
版
‘

(。。ロ
3znFOロ
仏
巾

F

Z釦
l

怒
ら
び
に
、
被
告
人
に
不
利
益
な
拡
張
解
釈
な
い

L
類
推
は
許
さ
れ
ず
、
法
律
解
釈
に
と
も
な
う
あ
ら
ゆ
る
疑
義
は
被
告
人
の
利
益
に
解

決
さ
れ
る
べ

L
Kめ
原
劇
詩
時
針
日
沼
紛
匂
昆

niが
導
か
れ
て
い
る
。

業着陸 1>4て告'4ムU7J'M~



説

原
則
と
し
て
不
遡
及
主
義
を
採
る
一
方
、

刑
の
変
更
に
際
し
て
軽
い
新
法
の
遡
及
を
認
め
る
(
国
一
一
糾

刑
法
の
時
間
的
効
力
に
つ
い
て
は
、

論

融問…紅一日一一

r拍
一
ね
い
よ
右
の
趣
旨
は
、
受
刑
期
間
中
に
刑
の
変
更
が
あ
る
ば
あ
い
に
も
お
よ
ぶ
(
開
仁
惜
別
ト
詐
一
し
、
)
。

な
お
、
累
犯
者
等
に
対
し
一
定
の
限
度
で
不
定
期
の
拘
禁
の
認
め
ら
れ
る
ほ
か
蒜
長
持
じ
鎚
聞
な
れ
わ
諒
れ
か
吟
)
、

(
鶴
間
叩
…
)
の
制
度
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

不
確
定
刑

(

3

)

こ
の
ば
あ
い
、
政
令

(00513)が
法
源
た
り
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
憲
法
解
釈
上
の
疑
問
が
留
保
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
一
般
刑
法
令
包
ヤ

問
。
旬
。

g-お
よ
び
補
充
法
律
〉
に
関
す
る
立
法
権
は
、
中
央
政
府
に
帰
属
し
、
違
警
罪
に
関
す
る
立
法
権
は
、
憲
法
上
の
根
拠
に
も
と
ず
い
て
、
地
方
行
政
府

に
委
ね
ら
れ
る
。

、
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法

is 

ω(1) 

伊
旨
包

-gm-ZH・
2
・
(gロ
ロ

-rE向1
国
吉
弘
各
自
ロ
)

一
九
四
O
年
一
二
月
七
日
。

参
照
。

罪
刑
法
定
の
原
則
に
つ
き
、
第
一
条
、
『
行
為
は
あ
ら
か
じ
め
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
可
罰
的
で
あ
る
。
刑
罰
は
、
あ

ら
か
じ
め
法
律
に
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
科
せ
ら
れ
る
』
o

刑
法
の
時
間
的
効
力
に
関
し
、
第
二
条
お
よ
び
第
三
条
。
第
二
条
は
、
刑
の
廃
止
お
よ
び
行
為
者
に
有
利
な
事
後
法
の
適
用
に
つ
い
て

規
定
し
(
削
恥
一
鳩
山
私
締
結
釘
一
町
村
V
J、
第
三
条
は
、
臨
時
法
な
い
し
限
時
法
に
つ
き
、

罰
を
定
め
る
。

一
時
的
事
情
の
消
滅
な
い
し
効
力
期
間
経
過
後
の
処

四
、
チ
リ

1
刑
法

sj 

(2) (1) 

F
Hり
同

州

FAg-sp
口
問
団

n
z
-
o
a
R
Z
日
S
P
R
Y
F
(の
角
川
開

g耳
目
戸
田
)
参
照
。

一
八
七
四
年
一
一
月
一
二
日
公
布
。
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ス
ペ
イ
ン
刑
法
(
一
八
五

O
年
)
の
影
響
の
も
と
に
、
罪
刑
法
定
主
義
を
厳
格
に
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
。
ま
ず
、
犯
罪
を
、
法
律
に
よ
っ

て
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
た
意
思
的
な
(
ド
イ
ツ
訳
・
当
巴

g岳
与
〉
作
為
ま
た
は
不
作
為
と
し
て
と
ら
え
(
第
一
条
)
、
行
為
前
に
公
布
さ
れ

た
法
律
に
よ
る
科
刑
を
明
言
し
(
第
八
条

I
)、
つ
い
で
刑
罰
執
行
の
合
法
性
を
保
障
す
る
(
第
八

O
条
)
。
法
律
は
刑
法
の
唯
一
の
法
源

で
あ
り
、
類
推
解
釈
は
許
さ
れ
な
い
。
な
お
、
効
力
不
遡
及
の
原
則
の
例
外
と
し
て
第
一
八
条

E
(諒
一
問
問
初

J
。

五
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法

(2) (1) 

V
E
g
-
E向
-
Z
F
S
(
4
0ロ
司
・
害
HnE)
お
よ
び
、
明
・
害
R
g
b
E
ω
Z
H
R
F
H
U
E命
日
記
宮

(P四
g
君
主
同
)
参
照
。

一
九
三

O
年
四
月
一
五
日
公
布
。

ま
ず
、
関
連
す
る
諸
規
定
を
一
瞥
し
よ
う
。
冒
頭
、
第
一
条
に
い
わ
く
、
『
刑
罰
は
、
そ
の
可
罰
性
が
法
律
に
定
め
ら
れ
て
い
る
行
為
、

罪刑法定主義の比較法的動向

ま
た
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
視
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
対
し
て
の
み
科
せ
ら
れ
る
。
第
八
章
お
よ
び
第
九
章
に
規
定
さ
れ
た
法
律
効
果
(
制
附

伎
一
)
に
つ
き
、
ま
た
同
じ
。
』
こ
の
規
定
が
類
推
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
時
に
関
す
る
効
力
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

例
に
し
た
が
う
。
|
|
行
為
の
可
罰
性
お
よ
び
刑
罰
は
、
判
決
の
時
に
効
力
を
有
す
る
法
律
に
照
ら
し
て
定
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
行
為

時
法
に
よ
る
ば
あ
い
に
比
し
重
き
を
え
た
い
。
(
第
三
条

I
ω
)、
行
為
時
法
が
刑
事
責
任
と
無
関
係
な
事
由
に
も
と
ず
い
て
失
効
し
た
ば

あ
い
に
は
、
有
効
期
間
中
の
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
(
同

ω〉
。
刑
罰
以
外
の
法
律
効
果
に
関
し
て
は
か
な
ら
ず

し
も
以
上
の
原
則
に
し
た
が
わ
な
い
(
第
四
条

I
Y
確
定
判
決
の
後
に
法
律
状
態
の
変
更
が
生
じ
、
新
法
上
、
刑
事
責
任
に
か
か
わ
る
事

由
に
も
と
ず
い
て
行
為
の
可
罰
性
が
失
わ
れ
た
と
き
は
、
な
お
被
判
者
の
利
益
に
援
用
さ
れ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
未
執
行
の
刑
罰
は
廃
止

さ
れ
る
。
被
判
者
は
、
公
訴
官
庁
を
通
じ
て
、
第
二
番
裁
判
所
の
廃
止
決
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
三
条

E
)。
行
為
の
可
罰
性
に

従
属
す
る
他
の
法
律
効
果
に
つ
い
て
も
、
ま
た
同
じ
(
第
四
条

E
)。

北法 14(3・4-189)573



書理

玖
上
の
糟
規
定
を
通
観
す
る
と
き
、
比
較
法
上
の
い
ち
じ
る
し
い
異
色
と
す
べ
き
は
、
第
一
条
に
お
け
る
類
推
解
釈
の
許
容
で
あ
る
。

と
れ
は
、
す
で
に
一
八
八
六
年
の
旧
刑
法
お
よ
び
数
次
の
刑
法
草
案
(
一
川
一
仁
話
乞
に
連
採
さ
れ
た
原
則
で
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
し
刊
新

聞
商
法
の
立
法
趣
旨
め
あ
い
だ
に
顕
著
な
相
一
異
の
あ
る
こ
と
を
注
目
し
よ
う
。
す
唱
な
わ
ち
、
旧
法
の
類
推
規
定
は
、
刑
法
の
且
版
物
の
鞍
典

化
に
際
し
て
お
と
今
う
ぺ
智
法
の
不
備
一
を
教
務
す
る
と
い
う
意
味
を
担
っ
た
の
に
対

L
、

戸

方

で

各

則

の

要

件

を

輔

新
法
の
そ
れ
は
、

宮
田
弘
津
腎
「
か
つ
割
高
W

印有げ
d

咽
旬
以
ぽ
降
構
成
す
る
こ
と
を
避
け
る
と
と
も
に
、
他
方
そ
の
適
用
を
お
各
唱
日
韓
な
法
規
解
釈
の
範
聞
に
糊
限

定
す
る
と
い
う
趣
旨
を
も
つ
も
の
と
き
れ
る
の
で
あ
る
〈

P
唱
ロ
羽
田
三
・

ω・
∞
担
。
現
行
法
の
も
と
、
実
務
の
運
用
は
慎
重
に
命
館

i

A
J

ぎ
に
‘
確
定
判
決
後
に
生
じ
た
法
律
状
態
の
変
更
が
一
定
の
要
件
の
も
と
で
な
お
被
判
者
の
利
益
に
作
用
す
る
旨
の
規
定
も
注
目
き

れ
て
主
い
@
(
た
だ
し
、
刑
罰
効
果
一
の
消
波
ず
る
範
囲
に
つ
い
て
は
明
確
を
欠
く
J
第
三
条

I
仰
は
限
時
法
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
動
機
期
間

酌
な
解
釈
を
容
れ
た
め
ず
ら
し
い
例
に
属
す
る
め

(
3
〉
実
務
上
、
類
推
規
定
の
適
用
を
認
め
た
判
決
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
り
(
最
高
裁
に
お
け
る
類
推
適
用
は
皆
無
の
由
)
、
し
か
も
そ
の
多
く
が
通
常
の
解

釈
に
よ
う
て
ま
か
な
い
う
る
世
帯
棄
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
(
の
伶

mg者向
H
F
ω
・
∞
印
ご
ち
な
み
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
上
の
類

推
ほ
、
い
わ
ゆ
る
法
規
一
類
推
広
ひ
と

L
い
切
か
か
る
法
規
類
推
は
、
法
規
の
目
的
を
勘
案
す
る
と
き
、
そ
の
不
適
用
が
純
粋
な
形
式
主
義
に
と
ど
ま
る
ば
あ
い

に
の
み
許
き
れ
あ
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
。

(
P
F
O
)

六
、
ド
イ
ツ
刑
法

(
1〉
(

2

)

(

1

)

〉・

ωnycロ
]
お
ロ
ロ
仏
国
-
ω
n
rら
仏
-
O
H
g
g同
開
巾
招
待
「

5
r・
(
穴
O
B
E
g
S弓
)
3
2
参
照
。

ハ
2
)

一
八
七
一
年
五
月
一
五
日
公
布
。

罪
刑
法
定
主
義
に
関
す
る
現
行
第
二
条
に
い
わ
く
、
『
I
行
為
は
、

そ
の
行
わ
れ
る
ま
え
に
、
可
罰
。
性
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
ぽ

あ
い
に
の
み
、
可
罰
的
で
あ
る
。

E
、
刑
罰
は
、
行
為
の
時
に
効
力
を
有
す
る
法
律
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
る
。
行
為
の
時
か
ら
判
決

オt華民主4(き・や1:90)574



に
い
た
る
間
に
法
律
の
変
更
が
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
も
っ
と
も
軽
い
法
律
が
適
用
さ
れ
る
。

E
所
定
の
期
聞
を
か
ぎ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
法

律
は
、
そ
の
効
力
期
間
中
に
な
さ
れ
た
犯
罪
に
対
し
て
、
失
効
後
も
適
用
さ
れ
る
。
(
町
保
安
・
お
よ
び
改
善
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
裁
判
の

時
に
効
カ
を
有
す
る
法
律
に
し
た
が
っ
て
裁
判
さ
れ
る
。
)
』

こ
の
規
定
を
め
ぐ
る
周
知
の
治
革
に
触
れ
よ
う
。

一
八
七
一
年
制
定
当
時
の
第
二
条
は
、

フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
流
れ
を
汲
ん
で
、
刑
罰
法

定
の
原
則
を
か
か
げ
て
い
た
。
『
行
為
は
、
そ
の
行
わ
れ
る
ま
え
に
、
刑
罰
が
法
律
上
定
め
ら
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
、
刑
罰
を
科
せ
ら

れ
る
。
』
い
わ
ゆ
る
権
威
刑
法
の
旗
印
の
も
と
、
こ
の
原
則
を
ぬ
て
た
の
が
、
ナ
チ
ス
政
権
に
よ
る
一
九
三
五
年
(
六
月
二
八
日
)
の
改
正

法
律
で
あ
る
。
『
法
律
が
可
罰
的
な
も
の
と
宣
す
る
行
為
、
ま
た
は
刑
罰
法
規
の
基
本
思
想
お
よ
び
健
全
な
国
民
感
情
に
照
ら
し
て
処
罰
に

値
い
す
る
行
為
を
行
う
者
は
罰
せ
ら
れ
る
。
行
為
に
対
し
て
直
接
適
用
さ
れ
る
べ
き
所
定
の
刑
罰
法
規
が
な
い
と
き
、
当
該
行
為
は
、
そ

の
革
本
思
想
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
照
応
す
る
法
律
に
し
た
が
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
o
』
慣
習
法
に
よ
る
処
罰
、
さ
ら
に
は
ひ
ろ
く
法
類
推

が
許
容
さ
れ
、

か
く
し
て
市
民
的
自
由
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
罪
刑
法
定
主
義
は
完
全
に
廃
棄
さ
れ
る
。
そ
こ
に
、

ロ
シ
ヤ
刑

法
下
の
実
践
と
な
ら
ぶ
、
特
異
か
つ
貴
重
な
歴
史
的
経
験
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
o

や
が
て
、

一
九
四
六
年
(
一
月
三

O
日
)
の
連
合
国
管
理
委
員
会
法
第
一
一
号
第
一
条
は
、
右
規
定
を
廃
し
た
が
、
同
時
に
旧
第
二
条

罪刑法定主義の比較法的動向

の
復
活
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
(
同
第
四
条
〉
、
ド
イ
ツ
刑
法
上
こ
の
条
項
を
め
ぐ
る
一
時
的
な
空
隙
を
生
じ
た
。
こ
の
窃
捺
を
埋
め

た
の
が
、
一
九
五
三
年
(
八
月
二
五
日
)
の
成
立
に
か
か
る
現
行
第
二
条
の
規
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
(
訴
す
ヰ
-
位
以
「
片
付
山
知
山
野
認
問
)
。

新
規
定
の
も
と
、
慣
習
法
源
は
否
定
さ
れ
、
刑
罰
法
規
の
効
力
は
遡
及
せ
ず
、
ひ
い
て
不
利
益
な
類
推
は
禁
止
さ
れ
る
o

(

た
だ
し
、
旧

第
二
条
と
異
り
、
文
理
上
は
単
に
可
罰
性

(ω
可
え
宮
再
巾
伊
丹
・
)
の
法
定

(
E
-
E
B
2
2
2

凹

HB-担
問
・
)
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、

刑
罰
の
事
前
の
法
定
(
ロ
己
目
印
刷
出
自
由

a
g
r
m巾
・
)
し
た
が
っ
て
不
確
定
刑
の
排
斥
と
い
う
要
請
を
含
む
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ

る
。
)
現
在
進
行
中
の
刑
法
改
正
も
、
む
ろ
ん
こ
の
基
本
路
線
か
ら
外
れ
て
は
い
な
い
。
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説

七
、
(
イ
ギ
リ
ス
)

い
う
ま
で
も
な
く
イ
ギ
リ
ス
は
、
冨
お

E
C江
田
・
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
は
ヘ
ン
リ

l
I
の
島
民
百
以
来
、
自
由
・
人
権
の
思
想
に

論

い
わ
ば
罪
刑
法
定
主
義
発
祥
の
地
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
方
、
同
国
は
伝
統
的
な
コ
モ
ン
ロ
ー
す
な
わ

ち
慣
習
法
の
固
と
し
て
知
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
イ
ギ
リ
ス
刑
法
上
、
罪
刑
法
定
主
義
が
い
か
に
具
現
し
、

古
典
的
表
現
を
あ
た
え
て
き
た
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
伝
統
と

い
か
に
調
和
し
て
い
る
か
は
好
個
の
研
究
課
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、

本
稿
で
は
、

ア
メ
リ
カ
法
の
ば
あ
い
と
ほ
ぼ
同
様
の
理
由
か
ら
、

こ
の
問
題
に
た
ち
い
ら
な
い
。
(
日
伝
説
誌
戸
諮
問
時
鰐
持
釘
寸
揖
ぷ
が
が
は
む
切
)

る
最
近
の
判
例
の
動
き
に
つ
い
て
二
国
守
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

h-s-
、

中
t
ナ
J

裁
判
官
の
法
創
造
権
能
を
め
ぐ

周
知
の
よ
う
に
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、

類
推
そ
の
他
の
方
法
を
介
し
て
あ
た
ら
し
い
犯
罪
類
型
を
創

裁
判
官
は
、

造
す
る
と
い
う
役
割
を
は
た
し
て
き
た
。

や
が
て
判
例
法
の
蓄
積
と
議
会
制
定
法
の
増
加
に
と
も
な
い
、

か
か
る
裁
判
官
の
創
造
的
権
能

は
1
Wだ
い
に
減
退
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
二

O
世
紀
に
お
よ
ん
で
な
お
、

で
は
な
い
こ
と
が
、

」
の
権
能
が
、
円
ゲ
ロ
回
日
誌
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て

開
Mn同
円
四
回
円
同

一
九
コ
二
年
の
凶
作
4
・呂田口

-a事
件
で
一
京
さ
れ
た
。
一
方
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
き
び
し
い
反
論
が
加
え
ら
れ
、

一
旦
は
消
極
に
し
た
が
い

a
u
F
4
0
5
5・
)
こ
こ
に
司
法
権
に
よ
る
犯
罪
の
創
造
は
終
駕
し
た
か
に
見
え
た
。
と
こ
ろ
で
、
近

判
例
の
趨
勢
は
ふ
た
た
び
一
転
を
示
す
。
一
九
六
一
年
の

τ
&
g
U
5
n
z
q
P
8
3
r
d司
4
・H
Y
M
Y
H
U

・
)
は
、
い
わ
ゆ
る

J
5
1

判
例
ま
た
、

時、

コ
モ
ン
・
ロ
!
に
代
わ
る
議
会
法
の
介
入
が
な
い
か
ぎ
り
、
公
共
の
福

祉
を
害
す
る
行
為
の
処
罰
は
、
依
然
、
裁
判
所
国
有
の
権
能
に
属
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主

同

S
B
2
z
B
=
と
し
て
の
裁
判
所
の
積
極
的
な
役
割
を
強
調
し
、

義
の
あ
り
か
た
を
理
解
す
る
う
え
に
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
沿
革
に
含
ま
れ
る
上
述
の
契
機
を
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ

ぅ。
ハ
1
〉
以
上
の
経
緯
に
つ
き
、
主
と
し
て
ロ
』
・
出
皮
肉
OB-や
わ
ユ

gFS}
『
耳

gιHUE-目
7
5
3
F
3
8
8
・
同
斗
同
七
・
参
照
。

北法 14(3・4-192)576 



i
 

l

h

f

l

 

八
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法

(
1〉
(
2〉

〈

1
)
F
S
E
m
-
p
g
(
4
g
m
出

S
E邑
O
)

お
よ
び
四
国
o
易自一
D
w
v
h

『

5
2
5
0
2民
S
F
(
p
m
g
S
F
H
H
)
参
照
。

(

2

)

一
八
八
九
年
二
一
月
一
九
日
公
布
。

ロ
ロ
ロ
田
宮

O
B凹

片
岡
固
め

-om巾
・
の
原
則
は
明
示
を
欠
く
が
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法
上
、
罪
刑
の
法
定
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

(
S
)
 

起
草
の
泊
革
に
徴
し
て
も
疑
い
な
い
。
同
法
の
も
と
で
、
多
数
説
は
被
告
人
に
不
利
益
な
類
推
解
釈
を
否
認
す
る
。
法
規
の
変
更
に
際
し

て
は
軽
き
に
し
た
が
い
〈
刑
法
施
行
法
第
三
条
)
、
新
設
の
刑
罰
法
規
は
遡
及
し
な
い
。

(
3〉
の

め

m
g
z
p
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
一
八
七
五
年
草
案
に
は
、
罪
刑
法
定
の
原
則
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、

と
と
し
て
削
除
さ
れ
、
そ
の
趣
旨
が
現
行
法
に
お
よ
ん
で
い
る
と
い
う
。

一
八
八

O
年
の
審
議
会
草
案
で
は
自
明
の
こ

九
、
フ
ラ
ン
ス
刑
法

(
l〉
(

2

)

(
1〉
E
F
C
N
-
{
U
D
骨
窓
口
弘
・

5
8
丘
参
照
。

(

2

)

一
八
一

O
年
二
月
二
一
一
日
公
布
。

第
四
条
は
、
刑
法
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
濫
鱗
と
し
て
名
だ
か
い
。

い
わ
く
、
『
い
か
な
る
違
警
罪
、
軽
罪
ま
た
は
重
罪
も
、
そ
の

罪刑法定主義の比較法的動向

犯
さ
れ
る
ま
え
に
法
律
上
宣
せ
ら
れ
て
い
な
い
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
』
o
こ
の
規
定
の
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
、
な
い
し
そ
の

後
の
諸
国
刑
法
典
に
お
よ
ぼ
し
た
広
汎
な
影
響
に
つ
い
て
は
、
紫
説
を
倹
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
規
定
の
も
と
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
、

厳
格
解
釈
の
原
則
、
刑
法
自
律
の
原
則
等
が
導
か
れ
て
い
る
。

一O
、
ギ
リ
シ
ャ
刑
法

(
1〉
(

2

)

(1)
一ω
E
a
u
-
己認

-
p
g
(
4
0ロロ

F
S
F
m
)
お
よ
び
の
・
〉
・

5
諸国
r
y
o目
立
与
E
3
5
2
7
f
E閣・叶，
Z
(
p
m
g君
主
国
)
参
照
。

(

2

)

一
九
五

O
年
八
月
一
七
日
。
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説

刑
法
典
の
冒
頭
に
、
。
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
寸
の
原
理
規
定
を
お
く
。
第
一
条
に
い
わ
〈
、
『
行
為
は
、
そ
の
行
わ
れ
る
ま
え
に
、
法

論

律
が
そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
を
明
定
し
て
い
る
ば
あ
い
に
の
み
可
罰
的
で
あ
る
。
』
こ
の
規
定
の
コ
ロ
一
フ
リ
ー
と
し
て
、

I
行
為
の
可
罰
性
お

よ
び
科
刑
の
根
拠
は
法
律
に
か
ぎ
ら
れ
、
慣
習
法
は
直
接
の
法
源
た
り
え
な
い
こ
と
、

E
可
罰
性
を
理
由
づ
け
、
ま
た
は
刑
罰
を
加
重
す

る
方
向
へ
の
類
推
の
禁
止
、
皿
、
構
成
要
件
の
正
確
・
明
瞭
な
記
述
、

N
完
全
に
不
確
定
な
科
刑
の
排
斥
、

V

J
ロ
E
E
C
官
。
日
昨
日
開
、
、

な
解
釈
の
要
請
、
等
の
諸
原
則
が
導
か
れ
て
い
る

(
の
招
-
巾
口
当
何
百
件
闘

w
m
N吋品
問
・
)

な
お
、
異
色
の
規
定
と
し
て
、
犯
罪
の
概
念
規
定
を

あ
げ
よ
う
。
第
一
四
条
『
犯
罪
は
違
法
か
つ
有
責
で
、
法
律
に
よ
り
可
罰
性
の
宣
せ
ら
れ
た
行
為
で
あ
る
』
。
へ
町
営
一
時
一
立
川
賞
削
帥
以
w
v
E一
料
日
付

別
さ
れ
て
ぢ

い
る
.
」

刑
法
の
時
間
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
第
一
条
な
い
し
第
四
条
が
定
め
る
。
刑
罰
を
設
け
ま
た
は
加
重
す
る
法
律
の
不
遡
及
を
原
則
と
し

つ
つ
、
第
二
条

I
は
、
行
為
者
に
利
益
な
法
律
の
必
要
的
遡
及
を
認
め
(
附
帥
同
一
信
一
刊
誌
ぷ
一
城
山
一
齢
制
閉
山
口
略
っ
か
)
、
同

E
は
、
い
わ
ゆ
る
刑

の
廃
止
に
あ
た
り
刑
罰
の
効
果
お
よ
び
執
行
の
当
然
消
滅
を
規
定
す
る
。
つ
い
で
第
三
条
は
、
限
時
法
に
関
す
る
一
般
的
定
め
を
お
き
、

第
四
条
は
、
保
安
処
分
に
つ
い
て
裁
判
時
法
に
し
た
が
う
旨
を
明
規
す
る
。

な
お
、
危
険
な
常
習
・
職
業
累
犯
に
対
す
る
相
対
的
不
定
期
刑
の
採
用
に
つ
き
、
第
九

O
条
以
下
。

総
じ
て
、
理
論
的
色
彩
が
濃
い
。

ギ
リ
シ
ャ
刑
法
上
の
諸
規
定
は
、

一
一
、
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
刑
法

〈

1
)
(
2
)

(
1〉

E
B
B
E
H向・
2
F
S
(さ
口
何

5
R
g
)
参
照
0

4
パ

2
V
一
九
五
四
年
三
月
五
日
公
布
。

刑
法
制
定
の
治
草
を
反
映
し
、
第
一
条
の
類
推
許
容
規
定
を
は
じ
め
、
全
般
的
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
の
影
響
が
顕
著
で
あ
る
。
た
だ

し
、
他
面
、
た
と
え
ば
刑
事
処
分
の
体
系
に
お
い
て
、
伝
統
的
な
刑
罰
の
語
を
避
け
、
十
種
の
異
色
あ
る
処
分
を
か
か
げ
る
(
第
八
五
条

参
照
)
な
ど
、
そ
こ
に
、
主
観
主
義
な
い
し
行
為
者
刑
法
の
見
地
が
よ
り
つ
よ
く
発
現
し
て
い
る
の
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
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i

j

i

l

l

-

一

1
i

(

3

)

グ
リ

l

ン-ヲ7
γ

ド
は
、
一
七
一
二
一
一
二
』
年
ヰ
以
来
、
デ
ン
マ

l
ク
の
植
回
氏
応
地
で
あ
り
、
一
九
五
=
三
一
年
の
憲
法
に
よ
り
阿
国
の
一
二
』
部
品
と
な
つ
た
。
ド
イ
ツ
嗣
訳
臥
刑
法

典
の
表
題
も
ま
た
ロ
匝
g回巴思恥

に
詳
し
い
。

一一一、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法

(
1〉
ハ

2
〉

(
1
)
p
g
s
-
g
m
z
n
誌
(
き
ロ
の
・
〉
-
∞
〈

3
2
p
m
-
F
3
8ロ
ロ
包
、
吋

-Ebozcロ)

ハ
2ν

一
九
四

O
年
二
月
一
一
一
目
。

参
照
。

第
一
条
は
、
法
律
に
よ
っ
て
犯
罪
と
さ
れ
た
行
為
お
よ
び
そ
れ
と
同
視
さ
れ
る
べ
き
行
為
の
処
罰
を
定
め
、
類
推
を
許
容
す
る
。
第
二

条
は
、
時
間
的
効
力
に
つ
き
、
種
々
の
特
徴
的
な
規
定
を
お
く
。
制
判
決
時
の
法
と
行
為
時
の
法
が
異
る
ぱ
あ
い
、

可
罰
性
お
よ
び
刑
罰

は
後
法
(
判
決
時
法
〉
に
し
た
が
っ
て
定
ま
る
。
た
だ
し
、
有
罪
判
決
は
、
行
為
時
に
法
律
上
の
処
罰
規
定
が
あ
っ
た
ば
あ
い
に
か
ぎ
り
、

か
っ
、
判
決
は
前
法
に
よ
る
よ
り
も
重
き
を
え
な
い
(
帥
誠
一
社
M
j
t
J
o

伸
刑
罰
規
定
が
、
行
為
の
可
罰
性
に
関
す
る
立
法
者
の
見
解
の
変

更
に
あ
た
ら
な
い
理
由
か
ら
廃
止
さ
れ
た
ば
あ
い
、
判
決
は
行
為
時
法
に
し
た
が
う
。
そ
の
他
の
理
由
に
出
た
と
き
、
未
執
行
の
宣
告
刑

は
廃
止
さ
れ
る
。
:
:
:
な
ど
。

罪刑法定主義の比較法的動向

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法
の
制
定
に
あ
た
っ
て
は
、

一
九
三

O
年
デ

γ
マ
l
ク
刑
法
に
範
が
と
ら
れ
て
お
り
、

し
た
が
っ
て
類
推
の
許
容
を

は
じ
め
と
す
る
諸
規
定
は
、
直
接
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
に
由
来
す
る
も
の
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

一
三
、
イ
タ
リ
ア
刑
法

(

1

)

(

2

)

 

(
1
)
ω
S邑
EM向
-
Z
F
g
(
4
0ロ
関

-
F口
問
。
)
参
照
。

ハ
2
〉
一
九
三

O
年
一

O
月
一
九
日
。

罪
刑
法
定
の
原
則
に
関
し
、
第
一
条
。
『
何
人
も
、
法
律
に
よ
り
明
瞭
に
可
罰
行
為
と
示
さ
れ
て
い
な
い
行
為
の
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
ず
、
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説

ま
た
、
法
律
に
よ
り
定
ま
っ
て
い
な
い
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
』
一
九
二
一

C
年
に
成
立
し
た
イ
タ
リ
ア
刑
法
が
、
罪
刑
法
定
主

義
に
対
す
る
当
時
の
否
定
的
傾
向
の
中
に
あ
っ
て
、
な
お
は
っ
き
り
と
罪
刑
法
定
の
原
則
を
か
か
げ
て
レ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

論

(
た
だ
し
、
反
面
で
は
、
各
則
に
お
け
る
構
成
要
件
の
弛
緩
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

時
間
的
適
用
範
囲
に
関
し
、
第
二
条
。
そ
の

I
は
事
後
法
に
よ
る
処
罰
の
禁
止
を
規
定
し
、
そ
の

E
は
、
刑
の
廃
止
に
際
し
、
そ
の
不

可
罰
お
よ
び
判
決
確
定
後
に
お
け
る
刑
罰
の
執
行
・
効
果
の
消
滅
を
規
定
す
る
。
そ
の

E
は
、
判
決
確
定
後
を
除
き
、
法
律
に
変
更
の
あ

る
ば
あ
い
、
行
為
者
に
も
っ
と
も
有
利
な
法
律
の
適
用
を
規
定
し
、
そ
の

W
は
、
臨
時
法
な
い
し
限
時
法
に
つ
き
例
外
を
定
め
る
(
そ
の

V
は
準
用
規
定
。
)
。
ち
な
み
に
、
保
安
処
分
一
に
つ
い
て
は
、
法
定
主
義
(
第
一
九
九
条
)
お
よ
び
裁
判
時
法
主
義
(
第
二

O
O条
I
)
の

た
て
ま
え
が
採
ら
れ
、

さ
ら
に
執
行
時
に
い
た
る
新
法
の
適
用
が
確
保
さ
れ
て
い
る
(
同

E
)。

一
回
、

ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
イ
ア
刑
法

〈

1
)
(
2
)

(
1〉

V
g
g
E口
問

-
Z・
8
(〈
O
ロ
〉
・

ζ
E含
)
お
よ
び
〉
・

ζ
S
F
O日
目

E
B
Z
』
口
問
D
回
一
白
項
目

g
m
(のめ
m
g
g円
片
岡
)
参
照
。

(
2
〉
一
九
五
一
年
一
一
一
月
二
日
。

一
九
五
一
年
の
制
定
に
か
か
る
ユ
l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
刑
法
は
、

一
九
五
九
年
六
月
三

O
日
の
改
正
法
律
に
よ
っ
て
広
範
囲
の
変
更
を
加

え
ら
れ
た
が
、
刑
法
典
の
階
級
的
性
格
(
第
一
条
)
、
合
法
性
の
原
理
(
第
二
条
)
、
刑
罰
の
目
的
(
第
三
条
)
、
実
質
的
犯
罪
概
念
(
第
四

条
)
等
に
関
す
る
基
本
的
立
場
は
一
貫
し
て
運
っ
て
い
な
い
。
ま
ず
、
罪
刑
法
定
の
原
則
に
つ
き
、
第
二
条
。
『
何
人
も
、
法
律
に
よ
っ
て

可
罰
行
為
と
確
定
さ
れ
て
い
な
い
札
税
、
か
っ
、
そ
の
行
為
者
は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
旨
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
行
為
の
ゆ
え
に
、
処

罰
さ
れ
な
い
。
』

一
方
、
同
刑
法
は
、
第
四
条
に
、

い
わ
ゆ
る
犯
罪
の
実
質
的
概
念
規
定
を
お
く
。
そ
の

l
に
い
わ
く
、
『
可
罰
行
為
は
、

法
定
の
標
徴
を
も
っ
社
会
的
危
険
行
為
で
あ
る
。
』
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
は
法
規
の
形
式
的
違
反
に
つ
き
な
い
と
同
時
に
、
端
的
な
社
会
的

危
険
行
為
で
も
な
い
。
合
法
性
の
原
理
と
社
会
的
危
験
性
の
原
理
と
の
調
和
は
第
四
条

E
の
規
定
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
『
行
為
は
、
そ
れ
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が
法
律
に
規
定
さ
れ
た
可
罰
行
為
の
標
徴
を
そ
な
え
る
ば
あ
い
で
も
、
そ
の
軽
微
な
意
味
な
い
し
零
細
性
ま
た
は
有
害
な
結
果
の
不
発
生

の
ゆ
え
に
、
微
小
な
社
会
的
危
険
性
を
示
す
に
サ
ぎ
な
い
と
き
は
、
可
罰
行
為
で
は
な
い
。
』
刑
法
の
階
級
的
性
格
を
闘
明
し
、
犯
罪
を
社

会
的
危
険
行
為
と
し
て
実
質
的
に
と
ら
え
る
ユ

l
ゴ
刑
法
が
、

な
お
罪
刑
法
定
の
原
則
を
採
る
の
は
何
故
か
。
け
だ

L
、
合
法
性
の
原
理

を
無
視
す
る
こ
と
は
、
法
律
に
明
示
さ
れ
な
い
社
会
的
危
険
行
為
を
処
罰
の
外
に
お
く
こ
と
以
上
に
、
社
会
的
な
不
利
益
を
意
味
す
る
か

ら
で
あ
る
。
と
。
(
〉
・
冨

g仕
w

の巾

mgd『

R
F
ω
・
ω∞
ω)

つ
い
で
時
間
的
効
力
に
つ
き
、
第
九

O
条
。
そ
の

I
は、

原
則
を
規
定
し
(
抗
議
抗
日
蜘
約
一
器
保
炉
恥
吋
は
、
)
、
そ
の

E
は
、
行
為
者
に
有
利
な
新
法
の
遡
及
を
認
め
る
。

行
為
時
法
主
義
の

〈

3
)
ち
な
み
に
、
五
一
年
刑
法
の
ド
イ
ツ
訳

(
Z円
・
印
少
同
〉
え
と
で
は
、

J
2
O
H
m
-
o
r
m宮
口
問
。
ロ
唱
C

丘
へ
と
い
う
要
件
が
明
示
さ
れ
て
い
る
が
、
五
九

年
刑
法
の
ド
イ
ツ
訳

(ZF
印少
N
K
F
C
己
・
)
で
は
、
事
前
の
法
定
を
要
求
す
る
趣
旨
が
出
て
い
な
い
。
原
文
そ
の
も
の
に
差
が
あ
る
の
か
、
訳
語
の
不
備
か
、

明
瞭
を
欠
く
。
い
ず
れ
に
せ
よ
諸
規
定
を
通
観
す
る
と
き
、
そ
こ
に
実
質
的
な
変
更
を
う
か
が
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

}
五
、
ネ
l
デ
ル
ラ
ン
ド
刑
法

(
1
)
(
2
)
 

(
1
)
ω
E
E
E品
-
Z
F
誌
(
き
ロ
円
、
H
，

S
E
Eロ
ロ
)
参
照
。

ハ
2
)

一
八
八
一
年
一
一
一
月
一
一
一
目
。

罪刑法定主義の比較法的動向

ロ
ロ
ロ
田
宮

g曲
目
片
岡

5
g
m
m
-
の
原
則
に
関
し
、
第
一
条

I
。
『
行
為
は
、
そ
れ
以
前
に
発
せ
ら
れ
た
法
律
上
の
刑
罰
規
定
の
根
拠
に
も
と

ず
い
て
の
み
、
可
罰
的
で
あ
る
。
』

E
は
、
行
為
後
の
法
律
の
変
更
に
際
し
、
行
為
者
に
利
益
な
規
定
の
適
用
を
定
め
て
い
る
。

一六、

ス
イ
ス
刑
法

(
1
)
(
2〉

(

l

)

岡

山

吋

F
D
8
8ロ
ロ
昆
〉
・

40ロ
0
4
E
R
r
-
U
E
伊
}
】
一
耳
目
立
巴
巾
∞

gfzszny
〉一一問。宮、

HE・
参
照
。

(
2
〉
一
九
三
七
年
二
一
月
一
二
日
公
布
。

罪
刑
法
定
主
義
の
簡
潔
な
表
明
と
し
て
、
第
一
条
。
『
法
律
が
明
示
的
に
刑
罰
を
科
し
て
い
る
行
為
を
行
う
者
の
み
が
可
罰
で
あ
っ
る
。
』

北法 14(3・4-197)581



説

こ
の
規
定
の
も
と
に
、
成
文
法
源
の
必
要
、

し
た
が
っ
て
慣
習
法
源
の
排
斥
、
被
告
人
に
不
利
益
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー

z
p
yな
ど
の
派
生

論

原
則
が
理
解
さ
れ
て
い
る
。
時
間
的
効
力
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
o

『
本
法
の
施
行
後
に
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
行
う
者
は
、
本
法
に
し
た
が

っ
て
判
決
さ
れ
る
。
本
法
の
施
行
以
前
に
重
罪
ま
た
は
軽
罪
を
行
い
、
施
行
後
に
判
決
を
受
け
る
べ
き
と
き
は
、
行
為
者
に
利
益
な
ば
あ

い
に
の
み
本
法
が
適
用
さ
れ
る
。
』
右
の
規
定
は
、
第
一

O
二
条
を
介
し
て
、
違
警
罪
に
も
妥
当
す
る
。
な
お
、
本
条
の
趣
旨
は
、
単
に
刑

法
典
と
従
前
の
法
律
と
に
関
し
て
ば
か
り
で
な
く
、

ひ
ろ
く
他
の
刑
罰
法
規
に
も
お
よ
ぶ
。

(

3

)

た
だ
し
、
立
法
趣
旨
に
副
っ
た
合
理
的
な
(
払
ロ
ロ
向
。

gと
山
)
解
釈
で
あ
る
か
ぎ
り
、
被
告
人
の
不
利
益
に
法
規
の
文
言
を
超
え
る
こ
と
も
許
き
れ
る
、
と

す
る
見
解
も
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
の
め
口

gロ
P
ω
円7
4〈
2
N
O
H
R
r
g
m仲間
r・
1

〉円
F

H
・

百七、

ソ
ヴ
イ
エ
ト
刑
法

〈

I
)
(
2
)

(

1

)

一
九
二
六
年
刑
法
に
つ
き
、
伊
g
g
Z括
-
Z
F
S
守
口
口
巧
・
の
住
民
)
。
一
九
五
八
年
立
法
基
礎
に
つ
き
、
中
山
研
一
訳
「
ソ
同
盟
と
同
盟
共
和
国
刑

事
立
法
の
基
礎
」
(
法
学
論
叢
六
四
巻
六
号
・
七
八
頁
以
下
「
改
正
さ
れ
た
ソ
ヴ
イ
エ
ト
新
刑
事
立
法
」
所
収
〉
、
参
照
。

ハ
2
〉
一
九
五
八
年
二
一
月
。

周
知
の
よ
う
に
、

一
九
二
六
年
ロ
シ
ヤ
刑
法
は
、
刑
事
立
法
の
目
的
を
社
会
的
危
険
行
為
に
対
す
る
国
家
お
よ
び
法
秩
序
の
防
衛
に
求

ま
た
は
、
共
産
主
義
社
会
秩
序
へ
の
移
行
期

め
(
第
一
条
)
、

い
う
と
こ
ろ
の
社
会
的
危
険
行
為
を
『
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
組
織
に
向
け
ら
れ
、

に
あ
た
っ
て
労
農
権
力
に
よ
り
確
立
さ
れ
た
法
秩
序
を
侵
害
す
る
、

す
べ
て
の
作
為
・
不
作
為
』
(
第
六
条
)
と
し
て
と
ら
え
る
と
と
も

に
い
わ
ゆ
る
虞
犯
規
定
〈
第
七
条
〉
お
よ
び
類
推
許
容
規
定
(
第
一
六
条
)
を
か
か
げ
て
い
た
。
い
わ
く
、
『
社
会
的
危
険
行
為
を
行
っ
た

者
、
ま
た
は
、
犯
罪
的
環
境
と
の
接
触
な
い
し
従
前
の
行
動
に
照
ら
し
て
危
険
性
を
表
す
る
者
に
対
し
て
は
、
裁
判
U
改
善
的
、
医
療
的

ま
た
は
医
療

1
教
育
的
性
質
の
社
会
防
衛
処
分
、
が
適
用
さ
れ
る
o
』
『
あ
る
社
会
的
危
険
行
為
が
本
法
に
明
定
さ
れ
て
い
な
い
ば
あ
い
、
そ

れ
に
対
す
る
責
任
の
根
拠
お
よ
び
範
囲
は
、
そ
の
性
質
上
も
っ
と
も
類
似
し
た
犯
罪
を
規
定
す
る
本
法
の
条
項
に
し
た
が
っ
て
定
め
ら
れ
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る
。
』
け
だ
し
、
革
命
後
の
転
変
非
常
の
事
態
に
処
す
べ
く
、
実
質
的
犯
罪
概
念
と
、
虞
犯
・
類
推
規
定
と
を
楯
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

罪
刑
法
定
の
原
則
を
正
面
か
ら
否
認
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
状
況
の
推
移
は
か
か
る
異
例
の
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
ず
、

(
酌
綱
相
一
町
一
溜
耕
一
肌
)
は
、
こ
こ
に
罪
刑
法
定
主
義
の
基
本
原
理
す
明
自
に
う
ち
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
立
法
基
礎
第
一
条

E
は、

一
九
五
八
年
に
採
択
さ
れ
た
刑
事
立
法
の
基
礎

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
刑
事
立
法
の
課
題
を
か
か
げ
た
ー
を
承
け
て
、
『
こ
の
課
題
を
実
現
す
る
た
め
に
、

い
か
な
る
社
会
的
に
危
険
な
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
か
を
定
め
、

れ
る
べ
き
刑
罰
を
定
め
る
。
』
(
糊
一
げ
付
加
同
一
議

M
3と
規
定
す
る
。
そ
の
趣
旨
に
副
っ
て
、
旧
法
の
類
推
規
定
お
よ
び
虞
犯
規
定
は
削
除

さ
れ
、
刑
事
責
任
の
根
拠
は
『
刑
罰
法
規
に
規
定
さ
れ
た
社
会
的
に
危
険
な
行
為
を
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
っ
て
な
し
た
』
ば
あ
い
に
限

定
さ
れ
(
第
三
条

I
〉
、
遡
及
処
罰
は
禁
止
さ
れ
る
(
第
六
条

E
Y
刑
法
の
時
に
関
す
る
効
力
に
つ
き
、
第
六
条
。
『

I
行
為
の
犯
罪
性

と
可
罰
性
は
、
当
該
行
為
実
行
時
の
法
規
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。

E
行
為
の
可
罰
性
を
排
除
し
、
ま
た
は
刑
罰
を
減
軽
す
る
法
規
は
遡

及
効
を
有
す
る
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
公
布
以
前
に
な
さ
れ
た
行
為
に
も
及
ぶ

o
E行
為
の
可
罰
性
を
定
立
し
ま
た
は
刑
罰
を
加
重
す
る
法

規
は
遡
及
効
を
有
し
な
い
。
』
罪
刑
法
定
主
義
の
確
立
と
い
う
基
本
路
線
は
、
右
に
鮮
明
で
あ
ろ
う
。

同
盟
と
同
盟
共
和
国
刑
事
立
法
は
、

こ
の
犯
罪
を
な
し
た
者
に
適
用
さ

罪刑法定主義の比較法的動向

一
方
、
立
法
基
礎
は
、
依
然
、
犯
罪
を
社
会
的
危
険
行
為
と
し
て
実
質
的
に
把
握
し
(
第
七
条

I
)、
形
式
的
に
法
定
の
標
徴
を
そ
な

え
る
行
為
の
う
ち
『
そ
の
軽
微
性
の
た
め
社
会
的
に
危
険
で
な
い
も
の
』
に
つ
い
て
犯
罪
と
し
て
の
一
成
立
を
否
認
す
る
(
同

E
Y
な
お
、

犯
行
後
の
社
会
的
危
険
性
の
消
滅
に
つ
き
、
第
四
三
条
。

一
八
、

ス
ペ
イ
ン
刑
法

(
1〉
(

2

)

(
1
)
ω
g
B
}
E向
-
Z同・

3
(
S
E
〉・

0
5
2
8
0
呂田哲

o--2
参
照
。

(

2

)

一
九
四
四
年
一
二
月
一
一
一
一
一
白
。

ソ

北法 14(3・4-199)583



説

フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
影
響
を
受
け
て
、

一
応
は
合
法
性
の
原
理
に
忠
実
で
あ
る
が
、

な
お
独
自
の
も
の
を
含
み
、

そ
の
規
定
も
晦
渋
を
き

わ
め
て
い
る
。
ま
ず
、
犯
罪
の
定
義
に
つ
き
、

第
一
条
。
『
辛
口

Hg
お
よ
び

r-S∞
は
、

法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
故
意
的
な
作
為

論

な
い
し
不
作
為
で
あ
る
。
』
同
条
は
つ
づ
い
て
、
『
法
律
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
作
為
な
い
し
不
作
為
は
、
反
対
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、

つ
ね
に
故
意
的
な
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
故
意
に
犯
罪
(
号

-xg
え
-rrg)
を
犯
す
者
は
、
発
生
し
た
結
果
が
意
図
し
た
結
果
に
合
致

し
な
い
と
き
で
も
、
刑
法
上
有
責
で
あ
る
。
』
旨
の
特
異
な
規
定
を
お
く
。

つ
ぎ
に
、
第
二
条
は
、
裁
判
所
が
法
律
上
の
科
刑
か
ら
洩
れ

る
当
罰
行
為
に
つ
い
て
知
得
し
た
ば
あ
い
に
お
け
る
、
裁
判
所
・
政
府
聞
の
異
色
あ
る
手
続
に
つ
い
て
定
め
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
確
然
と

J
p
h
n

、。

育

a
・、
φ
十
旬
、
uv

時
間
的
効
力
に
関
し
、
第
二
三
条
。
『
い
か
な
る
犯
罪
も
、
そ
の
犯
行
に
先
だ
っ
法
律
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
』
。

た
だ
し
、
行
為
者
に
有
利
な
刑
法
の
遡
及
に
勺
き
第
二
四
条
。
そ
の
効
果
は
、
判
決
確
定
後
に
お
よ
ぶ
。

な
お
参
照
す
べ
き
規
定
と
し
て
、
行
刑
の
合
法
性
を
保
障
す
る
第
八
一
条
。

(
3〉
円
笠
宮
田
は
、
犯
罪
三
分
説
に
い
わ
ゆ
る
重
罪
、
お
よ
び
軽
罪
に
相
当
し
、

E
H
B
は
違
警
罪
に
相
当
す
る
。

一
九
、
チ
エ
ツ
コ
ス
ロ
ヴ
ア
キ
ア
刑
法

(

1

)

(

2

)

 

(
1
)
e
g
g
-
E向・

2
F
勾
(
4
0
ロ
切
符
『
宮
町
内
山
)
お
よ
び
肘
・

ωnrg庁内】・ロ日

zyonrs-o話
回

E
R
Z
m
H
E
r
R
Z
-
(の
a
g
d司

ω
1・
同
)
参
照
。

(

2

)

一
九
五

O
年
七
月
一
八
日
公
布
。

い
わ
ゆ
る
実
質
的
犯
罪
概
念
の
規
定
と
し
て
、
第
二
条
。
『
社
会
的
に
危
険
な
行
為
で
あ
っ
て
、
法
律
に
か
か
げ
ら
れ
た
結
果
(
同
刊
崎
一
市

川

f
間
一
昨
紅
一
ほ
か
れ
よ
が
行
為
者
に
帰
責
さ
れ
う
る
も
の
の
み
が
、
犯
罪
で
あ
る
。
』
ユ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
刑
法
に
く
ら
べ
て
直
裁
で
は
な
い

が
、
や
は
り
こ
の
規
定
を
根
拠
と
し
て
ロ
島

5
3
5ロ
氏
ロ
巾
戸
市
唱
・
の
原
則
が
導
か
れ
て
い
る
設
計
時
諸
紅
白
役
一
。
司
法
定
)
。
刑
罰
の

法
定
を
要
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
文
理
上
あ
き
ら
か
で
な
レ
。
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刑
罰
法
規
の
時
間
的
適
用
範
囲
に
つ
き
、
第
一
二
条
。
そ
の

I
は
、
行
為
の
可
罰
性
に
関
す
る
行
為
時
法
主
義
、

利
な
後
法
の
適
用
に
つ
い
て
規
定
し
、
そ
の

E
は
、
保
安
処
分
に
関
す
る
裁
判
時
法
主
義
を
定
め
る
。

お
よ
び
行
為
者
に
有

ニ
O
、
ト
ル
コ
刑
法

(
1
)
(
2
)
 

(

1

)

伊
包
旦
ロ
ロ

m-F・
ミ
(
〈

g
z・
ゆ
伊
ロ
巴
可

g
p仏
。
・
、
H

，
♀
口
出
)
参
照
。

(

2

)

一
九
二
六
年
三
月
一
一
一
一
日
公
布
。

刑
法
典
の
適
用
と
題
す
る
章
下
に
、
罪
刑
法
定
の
原
則
(
第
一
条
)
、
時
間
的
効
力
(
第
二
条
)
そ
の
他
の
諸
規
定
を
お
く
。
第
一
条
、

『
何
人
も
、
法
律
が
犯
罪
と
し
て
明
示
し
て
い
な
い
行
為
の
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
な
い
。
何
人
も
、
法
律
に
か
か
げ
ら
れ
た
刑
罰
以
外
の
刑

罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。
犯
罪
に
は
〈
a
m各
自

と

C
Z
1
5
Zロ
m
と
が
あ
る
。
』
つ
づ
い
て
第
二
条
は
、
ま
ず
事
後
法
の
禁
止
を
規
定
し
、

つ
い
で
刑
の
廃
止
後
の
不
可
罰
、

お
よ
び
法
律
の
変
更
に
際
し
行
為
者
に
利
益
な
法
律
の
適
用
を
定
め
る
。
有
罪
判
決
確
定
後
に
刑
の
廃

止
を
生
じ
た
と
き
は
、
刑
罰
の
執
行
な
ら
び
に
そ
の
法
律
的
効
果
は
当
然
に
消
滅
す
る
。
一
八
八
九
年
の
旧
イ
タ
リ
ア
刑
法
、

N
自
白
丘
色
町
田

イ
タ
リ
ア
法
の
影
響
を
看
取
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
一
日
付
一
投
下
叫
に
枝
川
の
)
。

法
に
倣
っ
た
と
い
う
刑
法
制
定
の
泊
革
か
ら
見
て
、
そ
こ
に
、

罪刑法定主義の比較法的動向

(

3

)

こ
の
ば
あ
い
、
〈
め
片
岡
oroロ
に
は
三
分
説
に
お
け
る
〈
2
r
B
n
r
s
と
〈
良
常
r
g
の
双
方
を
含
む
旨
の
説
明
が
あ
る
。
何
回
口

E
Fロロ問
N

H

M
内・

ハ
ン
ガ
リ
ー
刑
法

(
1
)
(
2〉

二
一
、

(
1
)
V
S包-戸
M
H
H

同・

2
F
J可叶

(48
「
冨
自
民
可
)
参
照
。

(

2

)

一
九
五
O
年
(
期
日
不
詳
)
。

新
興
社
会
主
義
国
家
の
例
に
同
じ
く
、
犯
罪
を
社
会
的
危
険
行
為
と
し
て
実
質
的
に
把
握
し
つ
つ
な
お
合
法
性
の
原
理
を
採
り
、
ま
た

行
為
時
法
主
義
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
条
、
『

I
刑
法
の
課
題
は
、
社
会
的
危
険
行
為
に
対
し
て
紡
衛
を
一
行
う
こ
と
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説

で
あ
る
。

E
社
会
的
危
険
行
為
と
は
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
人
民
共
和
国
の
国
家
的
・
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
秩
序
、
国
民
の
人
格
ま
た
は
諸
権

論

利
を
侵
害
し
、
な
い
し
は
危
殆
す
る
す
べ
て
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
い
う
。

E
犯
罪
と
は
、
法
律
が
そ
れ
に
対
し
て
科
刑
を
定
め
て
い

る
、
す
べ
て
の
社
会
的
危
険
行
為
を
い
う
。
』
第
二
条
、
『

I
犯
罪
は
、
行
為
時
に
効
力
を
有
す
る
法
律
に
し
た
が
っ
て
判
決
さ
れ
る
。

E

犯
罪
の
行
為
時
と
判
決
時
の
あ
い
だ
に
新
法
が
発
効
し
た
と
き
は
、
新
法
は
、
以
下
の
条
件
の
も
と
に
、
そ
の
発
効
前
の
行
為
に
対
し
て

も
適
用
さ
れ
る
。
刷
新
法
に
し
た
が
え
ば
行
為
が
も
は
や
不
可
罰
で
あ
る
か
、
ま
た
は
旧
法
に
よ
る
よ
り
も
軽
く
処
罰
さ
れ
る
べ
き
ば
あ

い
。
刷
新
法
が
、
そ
の
発
効
前
の
行
為
に
対
し
て
お
よ
ぶ
こ
と
を
明
定
し
て
い
る
ば
あ
い
。
た
だ
し
、
第
二
条

E
刷
の
規
定
が
同

l
の
か

か
げ
る
行
為
時
法
主
義
の
原
則
と
調
和
し
う
る
か
は
、
は
な
は
だ
疑
問
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
犯
罪
の
零
細
性
、
ま
た
は
犯
行
後
の
社
会
的
危
険
性
の
消
滅
(
M
4
加
此
州
同
時
)
を
理
由
に
、
刑
罰
の
阻
却
を
認
め
る
異
色
の
規
定

(
第
五
六
条
)
が
あ
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
く
。

第
三
節

の

瞥

動

向

一
、
前
節
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
に
関
す
る
諸
国
刑
法
典
上
の
規
定
を
大
ま
か
に
概
観
し
た
。

か
な
ら
ず
し
も
充
分
な
数
と
は
い

え
な
い
立
法
例
に
つ
い
て
の
瞥
見
に
す
ぎ
な
い
が
、
諸
規
定
を
通
覧
す
る
と
き
、
そ
こ
に
、
罪
刑
法
定
主
義
の
い
わ
ば
比
較
法
的
動
向
、

な
い
し
は
そ
の
現
代
的
意
義
を
看
取
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
以
下
、
上
述
の
所
与
を
前
提
に
、
さ
さ
や
か
な
摘
要
を
試
み
る
こ
と
と

し
た
い
。

ニ、

H
、
ま
ず
、
参
照
し
た
立
法
例
の
大
多
数
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
沿
革
を
た
ど
り
な
が
ら
も
、
現
に
、
刑
法
典
の
冒
頭
ち
か
く
、

罪
刑
法
定
の
原
則
を
正
面
か
ら
宣
明
し
て
い
る
事
実
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
自
由
主
義
的
法
治
国
思
想
を
核
心
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と
し
て
生
ま
れ
た
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
が
、

い
ま
な
お
、
社
会
主
義
刑
法
を
含
め
て
現
代
刑
法
上
の
基
本
命
題
た
る
を
失
っ
て
い
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。

た
し
か
に
、

一
九
二

0
・
三

0
年
代
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
は
、

一
九
二
六

一
時
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
否
定
的
傾
向
を
現
出
し
た
。

年
ロ
シ
ヤ
刑
法
、

一
九
三
五
年
ナ
チ
ス
改
正
刑
法
、
等
が
そ
の
典
例
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
異
常
な
政
治
的
変
革
期

し
か
し
、
右
の
例
は
、

な
い
し
独
自
の
国
家
観
を
背
景
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
や
が
て
政
治
的
安
定
な
い
し
価
値
観
の
再
転
換
を
成
就
す
る
に
お
よ
ん
で
、
帰
す

る
と
こ
ろ
罪
刑
の
法
定
と
い
う
常
軌
に
復
す
る
こ
と
と
な
る
。

い
ま
そ
の
委
細
に
た
ち
い
る
こ
と
を
省
く
が
、

と
も
あ
れ
、
そ
こ
に
現
出

し
た
罪
刑
法
定
主
義
の
否
認
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
い
て
、
む
し
ろ
特
異
な
歴
史
的
・
政
治
的
経
験
の
所
産
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
は
、
刑
法
に
お
け
る
法
治
国
思
想
の
表
現
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
市
民
的
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
し
て
の
自
由
主
義
と
は
必
然
に
結
合
す
る
。
一
方
、
社
会
主
義
な
い
し
全
体
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
社
会
な
い
し
全
体
に
至
高

の
価
値
を
お
く
か
ら
、
刑
法
上
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
必
然
の
要
求
と
し
な
い
。
と
同
時
に
、
両
者
を
つ
ね
に
矛
盾
し
背
馳
す
る
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
見
る
こ
と
も
皮
相
に
す
ぎ
よ
う
。
社
会
主
義
な
い

L
全
体
主
義
に
立
つ
国
家
が
罪
刑
法
定
の
原
則
を
拠
て
る
の
は
、
そ
れ
が

自
ら
の
具
体
的
な
価
値
表
象
と
あ
い
容
れ
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
所
与
の
歴
史
的
発
展
段
階
に
即
し
て
、
そ
れ
が
自
己
の
利
益

罪刑法定主畿の比較法的動向

に
適
う
と
き
、
罪
刑
法
定
主
義
の
採
用
は
ま
さ
し
く
国
家
的
要
請
と
な
る
。
法
体
系
の
整
備
、

か
つ
は
政
治
権
力
の
安
定
が
、
す
く
な
く

と
も
そ
の
採
認
を
条
件
づ
け
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
こ
そ
、
合
法
性
の
原
理
を
放

棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
不
利
益

l
ー
た
と
え
ば
法
的
安
定
性
の
動
揺
、
法
・
正
義
・
裁
判
に
対
す
る
民
衆
の
信
頼
の
喪
失
、

な
ど
1
1
1
は
、
該
当
法
条
の
な
い
当
罰
行
為
を
処
罰
の
外
に
お
く
こ
と
か
ら
生
ず
る
不
利
益
を
上
ま
わ
る
だ
ろ
う
か
ら
。
こ
う
し
て
、
罪

刑
法
定
主
義
の
原
則
は
、

い
ま
や
発
祥
期
の
鮮
を
脱
し
、

ひ
と
り
自
由
主
義
刑
法
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
主
義
刑
法
の
内
部
に
お

い
て
も
ま
た
、
安
定
期
の
刑
法
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
社
会
主
義
刑
法
と
し
て
の
特
色
は
主
と
し
て
は
、
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各
則
の
法
益
体
系
に
お
け
る
保
護
の
厚
薄
を
め
ぐ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ひ

刷
、
他
面
、
二
・
三
の
立
法
例
に
う
か
が
え
る
、
合
法
性
の
原
理
か
ら
の
あ
る
種
の
背
反
傾
向
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。

い
ま
、
刑
法

論

典
上
、
罪
刑
法
定
一
主
義
を
否
認
す
る
徴
表
を
何
に
求
め
る
か
は
一
個
の
問
題
で
あ
る
が
、
そ
の
顕
ら
か
な
徴
表
を
類
推
解
釈
の
許
容
と
い

う
点
に
求
め
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
デ

γ
マ
l
グ
刑
法
第
一
条
、
グ
リ
ー
ン
ラ

γ
ド
刑
法
第
一
条
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法
第
一
条
に
見
る
類

推
の
許
容
は
、
す
な
わ
ち
罪
刑
法
定
主
義
の
否
認
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
懸
念
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
ま

い
ず
れ
も
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
と
い
う
同
一
の
淵
源
に
発
し
て
お
り
、
か
つ
は
そ
こ
に
特
種
世
界
観
的
な
い
し
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
要
因
を
は
ら
ん
で
い
な
い
点
に
留
意
し
よ
う
。
加
え
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
に
お
け
る
類
推
の
容
認
は
、
元
来
が
、
既
述
の
よ

-SEEr円
y

ず
、
右
の
諸
例
が
、

う
に
、
刑
法
典
の
新
定
に
と
も
な
う
技
術
的
な
不
手
際
を
補
う
と
い
う
泊
革
上
の
意
図
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
犯
罪
要
件
の

な
構
成
を
避
け
つ
つ
厳
格
な
法
規
類
推
の
み
を
認
め
る
と
い
う
志
向
に
出
て
い
る
。
実
務
ま
た
、
そ
の
運
用
に
つ
き
、
あ
え
て
類
推
規
定

の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
ほ
ど
に
、
慎
重
を
き
わ
め
る
と
い
う
(
肝
鰭
箱
一
戸
齢
制
叫
俳
約
一
口
弘
明
一
時
間
一
臥

VEF日
紅
一
四
一
話
叩
軍
用
)
。

一
方
に
、
罪
刑
法
定
主
義
を
闘
明
し
た
刑
法
規
定
の
も
と
で
類
推
解
釈
を
容
れ
る
見
解
の
あ
る
こ
と
等
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
単
に
法

規
類
推
の
採
否
を
め
ぐ
る
形
式
的
な
対
比
か
ら
、
た
だ
ち
に
。
実
質
的
に
も
O

デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
そ
の
他
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
の
否

認
を
導
く
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
(
事
実
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
下
、
学
者
は
、
依
然
と
し
て
罪
刑
法
定
主
義
の
採
用
を
揚
言
し
て
い
る
。
)

た
と
え
ば
、
世
界
観
的
根
拠
に
立
ち
つ
つ
、
ひ
ろ
く
法
類
推
の
許
容
を
標
携
す
る
ナ
チ
ス
刑
法
第
二
条
な
や
と
と
の
あ
い

す
く
な
く
と
も
、

は

』

?

」

今

in

、

j
t
t
 
か
な
り
の
距
離
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
、
こ
う
し
て
、
デ
ン
マ

l
グ
刑
法
等
に
若
干
の
問
題
が
の
こ
る
こ
と
を
別
と
す
れ
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
が
、

い
ま
な
お
、
現
代
刑
法

つ
ら
ぬ
く
普
遍
的
な
原
理
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
が
、
も
と
よ
り
、
そ
の
現
状
は
し
か
く
単
純
、

以
下
、
二
二
ニ
の
特
徴
的
な
問
題
に
つ
い
て
論
及
し
て
お
く
。

一
律
な
も
の
で
は
な
い
。

を
支
え
、
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署

;
島玖

ー
、
す
で
に
触
れ
て
き
た
よ
う
に
、

ソ
ヴ
4

エ
ト
刑
法
に
代
表
さ
れ
る
社
会
主
義
刑
法
は
、
。
実
質
的
犯
罪
概
念
ψ

の
採
用
に
よ
っ
て

特
色
づ
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ソ
ヴ
4

エ
ト
刑
法
立
法
基
礎
第
七
条

l
、ュ

l
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
刑
法
第
四
条

I
、
チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ

ア
刑
法
第
二
条
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
刑
法
第
一
条
、
な
ど
。
合
法
性
の
原
理
を
め
ぐ
る
自
由
主
義
刑
法
と
の
あ
い
だ
の
淫
庭
も
、

い
わ
ゆ
る
法

の
階
級
的
本
質
の
問
題
は
措
き
、
主
と
し
て
は
、
こ
の
関
係
に
見
い
だ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
右
に
い
う
実
質
的
犯
罪
概
念
と
は
、
た

ギ
リ
シ
ャ
刑
法
第
一
四
条
の
よ
う
な
形
式
的
定
義
を
避
け
て
、
犯
罪
概
念
の
な
か
に
、
よ
り
実
質
的
な
内
容
を
も
る
こ
と
を
指

か
つ
て
の
ロ
シ
ヤ
刑
法
の
ご
と
く
、
合
法
性
の
原
理
に
対
す
る
否
定
的
契
機
、
た
と
え
ば
類
推
許

と
え
ば
、

す
。
か
よ
う
な
実
質
的
犯
罪
概
念
が
、

容
の
規
定
等
と
結
び
つ
い
て
こ
そ
、
そ
の
本
来
の
機
能
を
発
揮
し
う
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
社
会
主
義
刑
法
は
、

一
様
に
合
法
性
の
原
理
を
か
か
げ
る
。
お
の
ず
か
ら
、
そ
の
関
連
が
問
題
と
さ
れ
よ
う
o

い
ま
、
ム
ロ
法
性
の
原
理
が
犯

他
方
に
お
い
て
、

罪
の
成
立
を
形
式
的
に
限
界
づ
け
る
意
味
を
に
な
う
か
ぎ
り
、
ど
ん
な
に
由
々
し
い
社
会
的
危
険
行
為
で
あ
っ
て
も
、
刑
法
所
定
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
を
欠
く
も
の
に
つ
い
て
、
な
お
処
罰
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
。
実
質
的
。
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
法
規

の
明
文
を
こ
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
か
よ
う
に
、
犯
罪
を
肯
認
す
る
方
向
に
こ
え
が
た
い
制
約
が
と
も
な
う
以
上
、
実
質
的
犯
罪
概

念
の
機
能
す
る
場
は
、

お
の
ず
と
、
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
方
向
に
求
め
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
点
を
明
文
で
解
決
し
た
の
が
、

可
罰
性
の
阻
却
を
認
め
る
、
た

罪刑法定主義の比較法的動向

法
定
の
標
微
を
そ
な
え
つ
つ
実
質
的
に
は
社
会
危
険
性
を
欠
く
か
ま
た
は
そ
の
極
微
な
行
為
に
つ
い
て
、

と
え
ば
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
刑
法
立
法
基
礎
第
七
条

E
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
刑
法
第
四
条

E
な
ど
の
規
定
で
あ
る
(
そ
の
趣
旨
を
推
す
と
き
、

ひ
い
て
犯
行
後
の
社
会
的
危
険
性
の
消
滅
に
つ
い
て
も
同
様
の
効
果
が
お
よ
ぼ
さ
れ
よ
う
o

た
と
え
ば
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
刑
法
立
法
基
礎
第
四

ハ
ン
ガ
・
リ
l
刑
法
第
五
六
条
。
〉
。
け
だ
し
、
こ
の
限
度
で
、
犯
罪
の
形
式
的
概
念
と
実
質
的
概
念
と
の
止
揚
を
は
か
る
も
の
に

三
条

I
、

尋
A
F

、a
h

ム
‘
フ

F
A

、。

t
ヵ
T
F，
T
L

と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
刑
法
理
論
に
お
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
実
質
的
違
法
性
な
い
し
可
罰
的
違
法
性
の
観
念
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
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ほ
ぽ
同
様
の
解
決
が
導
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
に
該
当
し
な
が
ら
、
実
質
上
法
目
的
に
反
し
な
い
行
為
、

ま
た
は
あ
ま
り

っ
て
、

論

に
軽
微
、
零
細
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
実
質
的
な
い
し
可
罰
的
違
法
性
の
阻
却
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
危
険
性
と
違
法
性

の
概
念
の
差
は
あ
れ
、
そ
の
結
論
が
同
じ
方
向
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
社
会
主
義
刑
法
が
、
あ
え
て

実
質
的
犯
罪
概
念
を
標
携
す
る
こ
と
の
意
味
は
、
そ
れ
ほ
ど
際
だ
っ
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

こ
う
し
て
、
罪
刑
法
定
主
義
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
実
質
的
犯
罪
概
念
は
、
そ
の
聞
の
弁
証
法
的
統
一
が
説
か
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
帰
す
る
と
こ
ろ
、
犯
罪
の
消
極
的
な
抑
制
原
理
た
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
概
念
が
従
来
は
た
し
て
き
た
積
極
的
な
役
割
の

喪
失
は
、
す
で
に
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

E
、
つ
い
で
、
比
較
法
的
な
興
味
を
呼
ぶ
の
は
、
タ
可
罰
性
ψ

な
い
し
。
犯
罪
。
の
法
定
の
み
を
要
求
し
、
。
刑
罰
o
の
法
定
を
明
示
し

て
い
な
い
立
法
例
を
散
見
す
る
こ
と
で
ふ
か

μ。
た
と
え
ば
、
デ
ン
マ
I
グ
刑
法
第
一
条
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
条

I
、
チ
エ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ア

キ
ア
刑
法
第
二
条
、
な
ど
。
こ
れ
は
、
罪
刑
法
定
主
義
に
含
ま
れ
る
こ
つ
の
側
面
の
う
ち
、
タ
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
。
(
ロ
己
F
-
5
8
h

百回。

-mmφ)

の
命
題
が
、
か
な
ら
ず
し
も
明
文
の
要
請
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
、
刑
種
・
刑
量
の
完
全
な

個
別
化
と
い
う
新
派
的
志
向
を
容
れ
る
余
地
を
の
こ
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
現
に
こ
の
可
能
性
が
活
用
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
総

則
・
各
則
の
諸
規
定
、
あ
る
い
は
裁
判
の
実
態
な
ど
に
ふ
か
く
立
ち
い
る
こ
と
な
し
に
は
、
速
断
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
刑
罰
の
明
示
を

と
も
な
わ
な
い
犯
罪
規
定
の
例
を
見
な
い
こ
と
、
・
刑
の
変
更
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
等
か
ら
、
消
極
に
解
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
問
題
の
指
摘
に
と
ど
め
て
お
く
。

E
、
刑
法
上
、
罪
刑
法
定
の
原
則
を
明
規
し
て
い
な
い
例
と
し
て
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
刑
法
、

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
刑
法
等
が
あ
る
こ
と
を
見

た
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
決
し
て
罪
刑
法
定
主
義
を
否
定
す
る
趣
旨
に
出
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
自
明
の

前
提
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
な
た
て
ま
え
の
当
否
は
、

む
ろ
ん
各
国
固
有
の
法
的
伝
統
に
か
か
わ
る
。
こ
の
原
則
を
明
規
す
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ー

¥l 

る
立
法
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
法
的
伝
統
な
い
し
は
制
定
法
の
全
体
か
ら
見
て
、
そ
れ
が
、
あ
え
て
か
か
げ
る
必
要
の
な
い
、
自
明
の
原

理
で
あ
る
ば
あ
い
が
多
い
。
『
然
ラ
ハ
此
原
則
ヲ
明
掲
ス
ル
ハ
制
法
上
一
ノ
失
態
ト
謂
フ
可
キ
カ
必
ス
シ
モ
然
ラ
ス
主
義
ヲ
変
更
シ
タ
ル

時
代
及
ヒ
裁
判
官
ノ
職
権
明
確
ナ
ラ
サ
ル
園
ユ
在
リ
テ
ハ
之
ヲ
掲
ケ
テ
以
テ
疑
問
ヲ
断
ツ
ノ
必
要
有
リ
列
国
多
数
ノ
例
ハ
斯
ル
必
要
有
リ

シ
時
代
ノ
遺
物
ナ
リ
ト
ス
』
(
制
サ
認
可
岬
「
制
球
開
喰
)
の
立
言
は
ほ
ぼ
正
鵠
を
い
て
い
る
。
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
罪
刑
法
定
主
義
の
否
定
的
傾

向
を
経
験
し
、
か
っ
こ
れ
を
克
服
し
た
近
時
の
立
法
例
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に
、
単
な
る
ん
ゲ
遺
物
L
V

に
と
ど
ま
ら
な
い
積
極
的
な
意
味
を

汲
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。

N
、
ち
な
み
に
、
保
安
処
分
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
本
稿
の
考
察
か
ら
除
外
し
た
が
、
特
別
予
防
の
観
点
に
立
ち
つ
つ
、
伝
統
的

な
刑
罰
に
代
わ
る
独
自
の
処
遇
方
策
を
採
用
し
た
異
色
の
立
法
例
と
し
て
、

=
一
、
最
後
に
、
個
々
の
派
生
原
則
に
つ
い
て
、
概
観
し
よ
う
。

グ
リ
l
γ

ラ
ン
ド
刑
法
の
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。

罪刑法定主義の比較法的動向

村
、
ま
ず
慣
習
法
源
の
排
斥
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
端
的
に
明
言
し
て
い
る
立
法
例
を
見
な
い
が
、
犯
罪
な
い
し
刑
罰
の
前
提
に
成
文

の
法
律
が
要
求
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
一
慣
習
法
に
よ
る
処
罰
は
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
否
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
参

照
文
献
に
引
か
れ
た
諸
解
釈
も
ま
た
、
総
じ
て
慣
習
刑
法
を
否
定
し
て
い
る
。
判
例
法
源
す
な
わ
ち
慣
習
法
源
を
是
と
す
る
英
米
刑
法
の

関
係
に
つ
い
て
は
、
む
ろ
ん
別
論
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
、
比
較
法
上
、
類
推
解
釈
を
許
容
す
る
例
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
そ
の
他
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

あ
る
い
は
ロ
シ
ヤ
刑
法
に
見
る
端
的
な
類
推
規
定
が
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
い
ま
、
現
存
の
類
推
規
定
は
、
単
に
、
構
成
要
件
行
為
と
ま

っ
た
く
同
視
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
つ
い
て
、
厳
格
な
範
囲
の
法
規
類
推
を
許
す
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
に
対
し
、
他
の
大
多
数
の
立
法
例
は
、

ナ
チ
ス
刑
法
、

罪
刑
法
定
の
原
則
を
か
か
げ
、
そ
こ
か
ら
、
被
告
人
に
不
利
益
な
類
推
の
禁
止
と
い
う
周
知
の
命
題
を
導
く
。
(
諸
国
の
解
釈
論
上
、
類
推

禁
止
の
主
張
に
お
の
ず
と
寛
厳
の
差
が
あ
り
、

ま
た
と
き
に
反
対
説
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
)
い
わ
ゆ
る
拡
張
解
釈
と
類
推
解
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説

釈
と
の
あ
い
だ
の
限
界
の
あ
い
ま
い
さ
を
考
え
る
と
き
、
右
の
両
様
の
対
比
か
ら
、

主
義
の
否
認
を
結
論
し
え
な
い
こ
と
の
理
由
は
、

た
だ
ち
に
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
等
に
お
け
る
罪
刑
法
定

い
っ
そ
う
つ
よ
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

言命

ち
な
み
に
、
わ
が
刑
法
学
上
、
近
時
『
感
傷
的
人
権
思
想
』
を
背
景
と
す
る
『
罪
刑
法
定
主
義
の
や
や
極
端
な
強
調
』
に
反
論
し
、
合

目
的
性
と
論
理
必
然
性
と
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
類
推
解
釈
の
許
容
を
説
く
見
解
が
あ
る
。
し
か
し
、
類
推
禁
止
の
原
則
は
、
女
理
の
許
す

意
味
の
限
界
を
超
え
え
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
類
推
を
認
め
る
こ
と
は
、
解
釈
者
の
意
識
に
は
た
ら
く
べ
き

か
か
る
拘
束
を
は
ず
し
、

ひ
い
て
罪
刑
法
定
主
義
の
弛
緩
を
招
く
も
の
で
、
妥
当
で
な
い
。
た
と
え
、
許
さ
れ
る
解
釈
と
許
さ
れ
な
い
類

推
と
の
限
界
が
い
か
に
不
明
瞭
で
あ
ろ
う
と
、
類
推
禁
止
の
伝
統
的
な
原
則
を
か
か
げ
、
そ
の
枠
内
で
、
解
釈
の
合
目
的
性
と
論
理
性
を

尊
重
す
べ
く
つ
と
め
る
こ
と
、
こ
そ
が
罪
刑
法
定
主
義
を
採
る
た
て
ま
え
に
ふ
さ
わ
し
い
と
お
も
う
。

国、

I
多
く
の
立
法
例
は
、
犯
罪
な
い
し
刑
罰
の
事
前
の
法
定
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
の
効
力
不
遡
及
の
原
則
を
宣
明

す
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法
第
一
条
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
条
、
ギ
リ
シ
ャ
刑
法
第
一
条
、
等
々
。
た
だ
し
、
か
か
る
明
文
の
有
無
を

問
わ
ず
、
罪
刑
法
定
の
原
則
を
か
か
げ
る
以
上
、
そ
れ
が
行
為
時
に
先
だ
っ
法
規
の
存
在
を
要
求
す
る
趣
旨
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
遡
及
処

罰
の
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
自
明
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

E 

一
方
、
刑
罰
法
規
の
適
用
に
際
し
、
行
為
時
法
主
義
を
原
則
と
す
る
立
法
例
と
な
ら
ん
で
、
裁
判
時
法
主
義
に
た
つ
若
干
の
例
が

あ
る
こ
と
を
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
第
三
条

I
、
グ
リ
ー
ン
ラ

γ
ド
刑
法
第
三
条
、

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法
第
二

条

が
こ
れ
に
属
す
る
。
た
だ
し
、
行
為
時
と
裁
判
時
の
あ
い
だ
に
法
律
の
変
更
な
い
し
刑
の
変
更
が
あ
る
と
き
、
一
般
に
、
行
為
時
法
主

義
に
た
つ
立
法
例
は
軽
い
新
法
の
遡
及
を
認
め
、
裁
判
時
法
主
義
に
た
つ
立
法
例
は
軽
い
旧
法
の
追
及
を
認
め
る
こ
と
か
ら
、
両
主
義
に

と
も
な
う
実
質
的
な
差
異
は
う
す
れ
る
。
と
は
い
え
、
裁
判
時
法
主
義
を
採
る
例
が
、
他
面
、
類
推
を
許
容
す
る
立
法
例
と
パ
ラ
レ
ル
で

あ
る
こ
と
は
、

た
て
ま
え
と
し
て
両
主
義
の
い
ず
れ
を
採
る
か
が
、
罪
刑
法
定
主
義
に
対
す
る
立
法
態
度
と
無
縁
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
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ず
る
で
あ
ろ
う
。

E
、
い
わ
ゆ
る
刑
の
廃
止
の
ば
あ
い
に
つ
き
、

旧
法
の
追
及
を
否
認
し
、

そ
の
不
可
罰
を
定
め
る
例
が
多
い
(
立
一
一
一
団
一
性
一
一
一
位
一
ほ
一
九
一
九
一

M
問
団
山
わ
抗
日
目
h

』
と
)
。
そ
の
問
、

相
当
数
の
立
法
例
は
、

刑
の
廃
止
の
効
果
を
有
罪
判
決
の
確
定
後
に
お
よ
ぼ
し
て
い
る
。
態
様
と
し
て
、

行
為
の
実
行
後
に
刑
の
廃
止
を
生
じ
た
と
き
、

① 

刑
罰
の
効
果
な
い
し
執
行
の
消
滅
を
規
定
す
る
例
1

1
ギ
ザ
シ
ヤ
刑
法
第
二
条

E
o

② 

行
為
の
不
可
罰
、

お
よ
び
判
決
確
定
後
に
お
け
る
刑
罰
の
執
行
な
い
し
効
果
の
消
滅
を
規
定
す
る
例
(
|
イ
タ
リ
ー
刑
法
第
二
条

E
、
ト
ル
コ
刑
法
第
二
条
。

行
為
の
不
可
罰
性
を
、
一
定
の
廃
止
事
由
(
た
と
え
ば
、
立
法
者
の
見
解
の
変
更
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
に
関
す
る
事
由
な
ど
)

に
か
か
ら
せ
る
例

l
l、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法
第
二
条
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
第
三
条

E
(朝
一
恥
叫
臓
器
…
…
控
崎
一
議
一
郎
M
M
γ
哨
決
)

④
刑
罰
効
果
の
消
滅
に
つ
い
て
、
一
定
の
手
続
を
要
件
と
す
る
例

l
lデ
ン
マ
ー
ク
刑
法
第
三
条

E
。
な
ど
。

W
H

な
お
、
刑
の
廃
止
の
例
外
と
し
て
、
限
時
法
な
い
し
臨
時
法
に
関
し
、
一
般
的
処
罰
規
定
を
お
く
例
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え

ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法
第
三
条
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
条

E
、
ギ
リ
シ
ャ
刑
法
第
三
条
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
第
二
条

W
等
。
こ
の
問
題
の
解
決
を

③ 

罪刑法定主義の比較法的動向

法
規
失
効
の
実
質
的
な
原
由
に
か
か
ら
せ
る
異
色
の
規
定
と
し
て
、
デ
ン
マ
ー
ク
刑
法
第
三
条

I
、
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
刑
法
第
二
条
。

同
絶
対
不
確
定
刑
(
と
く
に
絶
対
不
定
期
刑
)
の
否
認
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
立
法
例
が
、
科
刑
の
条
件
と
し
て
刑
罰
の
明
定
を
要

式
を
採
る
若
干
の
立
法
例
に
つ
き
、

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
刑
罰
で
は
た
く
、
可
罰
性
な
い
し
犯
罪
の
法
定
と
い
う
規
定
形

わ
ず
か
に
こ
れ
を
許
容
す
る
解
釈
の
可
能
性
を
認
め
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

求
す
る
と
い
う
形
で
こ
れ
を
示
す
。
た
だ
、

他
面
、

一
定
限
度
の
相
対
的
不
定
期
刑
が
、
危
険
な
常
習
犯
な
い
し
職
業
累
犯
等
に
対
し
、
徐
々
に
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
留
意

ギ
リ
シ
ャ
刑
法
第
九

O
条
以
下
)
。
少
年
犯
罪
に
対
す
る
不
定
期
刑
の
採
用
に
つ
い
て
も
同
前
で
あ
る
。

す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
た
と
え
ば
、
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説

(
1
〉
ソ
ヴ
イ
エ
ト
刑
法
に
お
け
る
実
質
的
犯
罪
概
念
の
意
義
な
い
し
機
能
、
お
よ
び
合
法
性
の
原
理
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
宮
崎
昇
、
『
ソ
ヴ
イ
エ
ト
刑
法

講
座
』
昭
和
三
五
年
、
四
頁
以
下
が
示
唆
に
富
む
。

(
2
〉
罪
刑
の
法
定
を
厳
格
に
か
か
げ
る
例
、
た
と
え
ば
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法
第
一
条
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
第
一
条
、
ト
ル
ヨ
刑
法
第
一
条
等
と
く
ら
べ
る
と
き
、
そ

の
対
照
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(

3

V

類
推
を
い
わ
ゆ
る
法
類
推
(
列

R
Z
g
E
C宮
)
と
法
規
類
推

(P再門
N
g
E
C問
符
)
と
に
分
け
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
む
ろ
ん
問
題
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
た
ち
い
ら
な
い
。

(
4
〉
植
松
正
、
前
掲
「
罪
刑
法
定
主
義
」
四
一
頁
以
下
。

(
民
ノ
)
法
律
の
変
更
な
い
し
刑
の
変
更
の
効
果
が
お
よ
ぶ
時
間
的
範
囲
に
つ
い
て
は
、
立
法
例
に
よ
っ
て
広
狭
の
差
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ラ
ジ
ル
刑
法
第

二
条
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
第
二
条
、
ス
ベ
イ

γ
刑
法
第
二
四
条
等
、
参
照
。

(

6

)

な
お
、
不
定
期
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
改
正
に
寄
せ
た
、

J

「・

4
司
身
吉
凶
『
ゆ
片
岡
旬
、

U
F
m
g
g目立
g
g
z
ぐ

2
5
E
-
g
m
お
よ
び

M
N

・
田
2
0
5・
d
司
骨
品
作
曲

w
r
z
;日
ロ
ロ

2
2
g
E
m
2
5
5
r
p
開

g
p
r
gロ問

L
2
5
Z
E
B日
E
F
E吋
吉
一
口
口
問

g
司
p
r
rロ
ロ

E
5
3
r
Z
B

dgpH絹

zd弓
広
場
防
局
母
由

g自
伝

2
5
2ス
と
も
に
沼
田

g
E
-
5
5
ω
5
Z
E
M正
0
5・
H
E
-
所
収
)
が
詳
し
い
。

論

あ

が

き

と

は
じ
め
、
第
四
節
と
し
て
「
余
論
」
を
お
き
、
罪
刑
法
定
主
義
の
理
念
に
照
ら
し
つ
つ
、
判
例
の
法
源
性
な
い
し
判
例
拘
束

力
の
問
題
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
検
討
を
加
え
る
予
定
で
い
た
が
、
熟
さ
な
か
っ
た
。
他
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
お
も
う
。

本
稿
は
、
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